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高
齢
者
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
申
し
込
み
・
お
問
い
合

わ
せ
は
、
市
社
会
福
祉
事
務
所
（
市
役
所
１
階
２
番
窓
口
）

3
32
‐
２
０
６
６
ま
た
は
、
各
地
域
の
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
へ
ど
う
ぞ
。�

　
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
介
護
保
険
室
3
32
‐
２
０
７
０
へ
ど
う
ぞ
。�

ご
利
用
く
だ
さ
い�

ウ
ィ
ズ
カ
レ
ッ
ジ�

　
「
津
山
さ
ん
・
さ
ん
塾
」�

高
齢
者
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス�

介
護
保
険
料
の
年
額
が
決
ま
り
ま
し
た�

納
付
方
法
は
３
種
類�

減
額
制
度
が
あ
り
ま
す�

　
６
月
は
、
介
護
保
険
料
の
本
算
定
の
月
で
す
。
65

歳
以
上
の
人
に
は
、
６
月
中
旬
に
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。
な
お
、
介
護
保
険
料
は
４
月
１
日
時
点
の
世

帯
状
況
に
よ
り
計
算
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
に
世
帯
構

成
の
異
動
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
年
度
の
保
険
料
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。

※
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
、
社
会

保
険
な
ど
）
か
ら
納
め
ら
れ
て
い
ま
す

市民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受
給者または生活保護を受給している人�

※第４、第５段階の保険料には、生活困窮者の保険料を減額するために�
　必要な財源が上乗せされています�

平成１５～１７年度介護保険料�

第１段階�

段　階� 該当する人� 年額保険料�

２２，３８０円�
（基準額×0.5）�

市民税非課税世帯の人�第２段階� ３３，５７０円�
（基準額×0.75）�

本人は市民税非課税で、世帯に市
民税課税者がいる人�第３段階� ４４，７６０円�

（基準額）�

本人が市民税課税者で、前年の合
計所得金額が２００万円未満の人�第４段階� ５６，５７５円�

（基準額×1.25＋625円）�

本人が市民税課税者で、前年の合
計所得金額が２００万円以上の人�第５段階� ６８，７６０円�

（基準額×1.5＋1,620円）�

ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か�

　
　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い�

①
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

　
　
４
月
１
日
現
在
で
、
老
齢
（
退
職
）
年
金
を

年
額
18
万
円
以
上
受
け
取
っ
て
い
る
65
歳
以

上
の
人
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
で
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
４
月
１
日
以
降
に

65
歳
に
な
っ
た
人
は
、
来
年
10
月
以
降
の
天

引
き
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
次
の
②
ま

た
は
③
の
方
法
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

②
金
融
機
関
の
窓
口
に
持
参
（
普
通
徴
収
）

　
　
①
の
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人
は
、
納
付

書
に
よ
っ
て
郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関
の
窓
口

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

③
口
座
か
ら
の
自
動
引
き
落
と
し
（
口
座
振
替
）

　
　
②
の
普
通
徴
収
に
該
当
す
る
人
は
、
申
し
込

み
に
よ
り
郵
便
局
を
含
む
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
、

引
き
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
し
込
み
は
、

各
金
融
機
関
ま
た
は
納
税
課
（
市
役
所
１
階
９

番
窓
口
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
生
活
に
困
っ
て
い
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

非
常
に
む
ず
か
し
い
人
を
対
象
に
、
保
険
料
の
減

額
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
保
険
料
通
知
書

に
同
封
し
て
い
る
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
減
額

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。�

�

　
市
で
は
、
低
所
得
の
高
齢
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
に
、

次
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
生
活
管
理
指
導
員
（
ヘ
ル
パ
ー
）
派
遣
事
業

対
象
　
要
介
護
認
定
で
非
該
当
（
自
立
）
と
判
定
さ
れ
て

い
て
、
市
民
税
が
非
課
税
の
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高

齢
者

内
容
　
生
活
管
理
指
導
員
を
派
遣
し
て
、
買
い
物
や
食
事

な
ど
軽
度
の
生
活
支
援
や
指
導
を
行
い
ま
す

費
用
　
１
時
間
ま
で
２
５
０
円
（
基
本
）

②
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
）事
業

対
象
　
①
に
同
じ

内
容
　
一
時
的
に
施
設
に
入
所
し
て
も
ら
い
、
生
活
習
慣

の
改
善
を
図
り
ま
す

費
用
　
１
日
１
、
７
２
０
円

③
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
）事
業

対
象
　
①
に
同
じ

内
容
　
施
設
に
通
っ
て
も
ら
い
、
日
常
生

活
動
作
訓
練
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

閉
じ
こ
も
り
な
ど
を
予
防
し
ま
す

費
用
　
１
日
１
、
０
０
０
円

④
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

対
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、

ま
た
は
高
齢
者
の
み
の
市
民
税
非
課
税
世
帯�

内
容
　
週
に
２
回
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
弁
当
を

届
け
ま
す

費
用
　
１
回
３
６
７
円


